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南アルプスと 

歌舞伎の里歌舞伎の里 

南アルプスと 

歌舞伎の里 

2004

10
◇平成16年10月発行／大鹿村役場　◇印刷／龍共印刷株式会社 

私たちの村 平成16年10月１日現在　※（ ）内は前月比 

人口 1,378人(－1)／男 668人（－2）／女 710人（＋1）／世帯数 579戸（－1） 

ホームページアドレス http://www.vill.ooshika.nagano.jp 
　　〃　　（観光） http://www.ooshika.com 

電子メールアドレス info@vill.ooshika.nagano.jp

保育所の紅白勇太鼓（ダンス）　みんな楽しく踊れました。 小学校の玉入れ　　たくさん入るかな？ 

保育所の太鼓　　　上手にたたけたかな？ 小学校の竹引き　　どちらもがんばれ！！ 



2議 会 だ よ り

大
鹿
村
議
会
９
月
定
例
会
が
９
月　

日
か
ら　

日
ま
で
、

１５

２４

　

日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
付
議
事
件　

件
、
議

１０

１７

員
発
議
１
件
が
上
程
さ
れ
、
全
議
案
原
案
ど
お
り
承
認
・
可

決
さ
れ
、
議
員
発
議
は
可
決
さ
れ
て
、
意
見
書
が
国
会
な
ど

へ
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
一
般
質
問
は
、
３
人
の
議
員
か
ら
あ
り
、
請
願
１

件
が
採
択
さ
れ
て
意
見
書
が
国
へ
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

平
成　

年
９
月 　
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大
鹿
村
議
会
定
例
会
報
告

付
議
事
件

議
案
第
１
号

　

大
鹿
村
協
業
活
動
拠
点
施
設
設

置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第
２
号

　

大
鹿
村
文
化
施
設
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

 

（
可
決
）

議
案
第
３
号

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
一
般
会
計

１５

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

 

（
可
決
）

議
案
第
４
号

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
国
民
健
康

１５

保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第
５
号

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
立
診
療
所

１５

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

に
つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第
６
号

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
営
水
道
特

１５

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第
７
号

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
授
産
所
特

１５

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第
８
号

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
老
人
保
健

１５

医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第
９
号

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
介
護
保
険

１５

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

に
つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第　

号
１０

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
一
般
会
計

１６

補
正
予
算
（
第
３
号
）
に
つ
い
て

 

（
可
決
）

議
案
第　

号
１１

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
国
民
健
康

１６

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
に
つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第　

号
１２

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
立
診
療
所

１６

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

に
つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第　

号
１３

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
営
水
道
特

１６

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
に

つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第　

号
１４

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
授
産
所
特

１６

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
に

つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第　

号
１５

　

平
成　

年
度
大
鹿
村
介
護
保
険

１６

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

に
つ
い
て 

（
可
決
）

議
案
第　

号
１６

　

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ

き
同
意
を
求
め
る
に
つ
い
て

 

（
可
決
）

議
案
第　

号
１７

　

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ

き
同
意
を
求
め
る
に
つ
い
て

 

（
可
決
）

議
員
発
議

発
議
第
１
号

　

安
全
な
生
活
基
盤
を
確
保
す
る

河
川
・
砂
防
事
業
の
推
進
に
関
す

る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

 

（
可
決
）

請　
　

願

○
郵
政
事
業
の
現
行
公
社
経
営
形

態
堅
持
に
関
す
る
請
願
書

 

（
採
択
）

一
般
質
問

「
松
下　

隆
夫
議
員
」

＊　

合
併
の
賛
否
を
問
う
住
民
投

票
の
結
果
に
伴
い
今
後
の
進
め
方

に
つ
い
て

（
村
長
）　

自
立
の
資
料
は
今
後
の

検
討
の
中
で
一
つ
の
ベ
ー
ス
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

自
立
の
道
は
厳
し
い
が
、
村
民

が
理
論
集
団
で
な
く
、自
覚
を
持
っ

て
実
行
す
る
考
え
で
協
力
し
て
く

れ
る
こ
と
を
願
う
。
第
三
者
的
な

方
を
入
れ
た
住
民
参
加
グ
ル
ー
プ

が
で
き
た
ら
い
い
と
思
う
。

「
矢
沢　
　

正
議
員
」

＊　

住
民
投
票
の
結
果
を
ど
う
受

け
止
め
ら
れ
ま
し
た
か
。

（
村
長
）　

結
果
に
つ
い
て
は
尊
重

し
ま
す
。
自
立
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
か
ら
の
話
し
合
い
の
中
で
住
民

同
士
の
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

＊　

大
西
公
園
整
備
計
画
の
進
展

状
況
は
。

（
村
長
）　

住
民
参
加
の
第
一
歩
と

し
て
考
え
て
い
る
。

（
産
業
建
設
課
長
）　

自
然
林
を
生

か
し
た
公
園
整
備
を
考
え
て
い
る
。

今
年
は
雨
沢
の
横
の
親
水
公
園
を

計
画
し
て
い
る
。

「
小
原　

寿
夫
議
員
」

＊　

地
域
づ
く
り
の
構
想
に
つ
い

て（
村
長
）　

基
本
は
新
リ
ー
ダ
ー
が

決
ま
っ
て
か
ら
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

の
必
要
性
を
考
え
て
い
る
。

＊　

第
３
次
大
鹿
村
総
合
振
興
計

画
の
見
直
し
の
必
要
が
あ
る
の
で

は
。

（
村
長
）　

基
本
構
想
、
理
念
は
現

在
の
も
の
で
大
差
は
な
い
と
考
え

る
が
、
事
業
の
見
直
し
と
転
換
は

必
要
で
あ
る
。
住
民
負
担
も
長
期

的
に
は
大
幅
に
見
直
す
必
要
が
あ

る
と
思
う
。

２
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簡
易
生
命
保
険
積
立
金
及
び
郵
便
貯
金
は
、加
入
者
や
預
金

者
か
ら
お
預
か
り
し
た
大
切
な
資
金
で
あ
る
こ
と
か
ら
、加
入

者
及
び
預
金
者
の
身
近
な
所
で
役
立
て
ら
れ
る
よ
う
地
方
公
共

団
体
が
行
う
学
校
設
備
や
道
路
・
住
宅
・
上
下
水
道
整
備
事
業

等
に
対
し
て
還
元
融
資
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
村
に
お
い
て
も
平
成　

年
度
に
大
鹿
郵
便
局
を
窓
口
に
、

１５

郵
政
公
社
よ
り
融
資
を
受
け
て
次
の
事
業
を
実
施
し
ま
し
た
。

簡易生命保険積立金　道路改良事業　村道　河合線　Ｌ＝１４８ｍ　Ｗ＝４.０ｍ
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●平成15年度に実施した主な事業

　平成１５年度の一般会計及び特別会計の決算が９月定例会で認定されました。 
　一般会計の決算額は、歳入が21億9,624万円、歳出が21億5,976万円となり、昨年に比べ歳入で21.3％、歳出で
21.5％とそれぞれ減少しました。 
　歳入歳出差引額は3,647万円でその内平成15年度から16年度へ繰り越す財源を除いた実質収支額は3,527万円とな
りました。

歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳 入入入入入入入入入入入入入入歳 入
　歳入総額の内、村の自主財源は、村税を中心に4億1,889万円余りで全体の19.1％しかなく、残りの
80.9％は地方交付税を中心にした依存財源に頼っており、これらは今後の国の施策に左右されます。 
　また、景気の低迷が長引いており今後も厳しい歳入状況が続くと思われます。

歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳 出出出出出出出出出出出出出出歳 出
　歳出では、CATV整備事業、中学校大規模改修事業等の大型事業が完了したため投資的経費は大幅
な減額となり、経常的な経費は節減等により全体的に減少しています。今後も、財政の健全化を確保
しながら、行政課題に対応できる効率的な財政運営を進めていきます。

決算額事　業　名一般会計

504地形図作成

総 務 費

519村外通勤者補助

762衆議院議員・長野県議会議員・村議会議員選挙

508除雪経費

1,730テレビ共聴組合撤去費

2,255地籍調査

1,485社会福祉協議会委託・補助

民 生 費

3,878福祉施設入所措置・支援

1,462老人福祉施設管理運営・維持費

1,578在宅介護支援センター運営

3,017保育所運営

325患者輸送車運営経費

衛 生 費

811成人病検診

1,387合併浄化槽設置費補助

1,755し尿処理委託・負担

2,106ごみ収集運搬処理委託

885有害鳥獣駆除

農 林 水
産 業 費

294中山間直接支払い

14,219新山村振興等農林漁業特別対策事業

15,013林道整備事業（大萱・中峰黒川・釜沢線）

3,608造林事業

207公団分収造林受託事業

1,259廃止代替バス運行委託

商 工 費

410商工振興事業補助

562商工関係資金利子補給・資金預託金

176観光協会補助

480三伏峠環境整備事業補助

決算額事　業　名一般会計

2,220緊急地域雇用創出対策事業（道路環境整備）

土 木 費
11,830村道改良（沢井・梨原・河合・沢戸・釜沢線他）

372県営事業負担金（県道改良他）

530道路台帳整備

4,228広域消防負担金
消 防 費

1,860消防団活動経費

229歌舞伎保存会補助

教 育 費

302伝統文化伝承総合支援事業（歌舞伎伝習塾）

574高校通学バス等補助

677スクールバス運行

600重要文化財福徳寺屋根葺替工事

788中央構造線博物館標本制作室建築工事

1,151中学校パソコン整備

390林道災害災 害
復 旧 費 8,621土木災害

40,981起債の元利償還金公 債 費

10,720基金への積立金基 金 費

平成15年度平成15年度 決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算ににににににににににににににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいててててててててててててててててててててててててててててててててについて

●村税の 内訳

収入額税　　目

3,242村 民 税

22,384固 定 資 産 税

386軽 自 動 車 税

411村 た ば こ 税

23入 湯 税

●歳入額増減の主な要因

要　　　　　　　　因増減額項　　目

大鹿発電所等の固定資産交付金の減(減価償却)△2,063村 税

段階補正、単位費用等の見直し、臨財債への振替△10,644地方交付税

公共土木施設災害復旧費の減額△1,266国庫支出金

文教施設基金繰入額(中学校耐震補強・大規模改造
事業)、公共施設等基金(CATV整備事業)の減額

△31,597繰 入 金

過疎対策事業債の減(CATV整備事業)△12,460村 債

単位：万円単位：万円

単位：万円

●特別会計

差引額歳　出歳　入会　　　計

1,31313,31014,623国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

1912,47612,495村 立 診 療 所 特 別 会 計

8625,24825,334村 営 水 道 特 別 会 計

923,7983,890授 産 所 特 別 会 計

22520,97821,203老 人 保 健 医 療 特 別 会 計

3313,30513,338介 護 保 険 特 別 会 計

単位：万円
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単位：万円

財財財財財財財財財財財財財財財政政政政政政政政政政政政政政数数数数数数数数数数数数数数値値値値値値値値値値値値値値政数値
この財政数値は、団

体の財政状況を判断

するための指標とな

ります。

基金残高起債残高
指　　　　　標

財政力指数起債制限比率公債費比率経常収支比率

180,197万円352,710万円0.2159.5%14.2%71.4%15　年　度

170,628万円362,066万円0.1918.9%15.6%71.7%14　年　度

101,700万円391,500万円0.1948.4%15.3%75.9%下伊那平均（H14）

起債の償還・施
設の整備費に
充てる等それ
ぞれ支出目的
をもった預金
額

事業を行うた
めに借り入れ
た借金総額。
（一般会計分）

地方公共団体
の財政力を示
す指 数。(H13
～H15の平 均
値）
１に近いほど財
政に余裕があ
る。

現在借りてい
る借金が妥当
な額かどうか、
判断する数値。
15％以上要注
意

公債費は借金
の返済額であ
り、これが一般
財源に占める割
合を公債費比
率という。
１0％以下が望
ましい

財政構造の弾
力性（余裕）を
示す指標。比率
が低い方が自由
に使える資金が
多い。
65～75％が適
正

説　　明

平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成1111111111111155555555555555年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度平成15年度 決決決決決決決決決決決決決決決算算算算算算算算算算算算算算算

総務費 
11.7％ 

議会費　1.2％ 

民生費 
10.1％ 

農林水産業費 
18.8％ 土木費 

8.1％ 

公債費 
19.0％ 民生費 

10.1％ 

衛生費 
10.4％ 

農林水産業費 
18.8％ 土木費 

8.1％ 

商工費　2.0％ 

消防費 
3.1％ 

教育費 
6.4％ 

災害 
復旧費 
4.2％ 

諸支出金　5.0％ 

公債費 
19.0％ 

歳出 

繰入金 0.7％ 村税 
12.0％ 

繰越金 1.8％ 

県支出金 
12.4％ 

繰入金 0.7％ 村税 
12.0％ 

繰越金 1.8％ 

その他（自主財源）4.5％ 

地方交付税 
46.6％ 

国庫支出金 
5.0％ 

県支出金 
12.4％ 

村債 
14.0％ 

歳入 

分担金及び負担金 
使用料及び手数料 
財産収入・寄附金 

諸収入 

その他（依存財源）3.0％ 
地方譲与税・利子割交付金 
地方消費税交付金 
自動車取得税交付金 
地方特例交付金 

自主財源 
19.1

依存財源 
80.9

前年度対比決　算　額
歳　出

前年度比比　較14年度15年度

△ 7.6%△ 2112,7852,574議 会 費

△ 63.2%△43,33668,58525,249総 務 費

10.6%2,08019,68421,764民 生 費

46.2%7,07715,31522,392衛 生 費

△ 5.2%△ 2,21742,83340,616農 林 水 産 業 費

10.9%4293,9484,377商 工 費

△ 36.8%△10,22227,78917,567土 木 費

11.3%6896,1106,799消 防 費

△ 57.5%△18,85432,77913,925教 育 費

373.3%7,1081,9049,012災 害 復 旧 費

△ 7.4%△ 3,26544,24640,981公 債 費

19.0%1,7139,00710,720諸 支 出 金

△ 21.5%△59,009274,985215,976計

前年度対比決　算　額
歳　入

前年度比比　較14年度15年度

△ 7.2%△ 2,06328,50926,446村 税

7.6%2252,9773,202地 方 譲 与 税

△ 29.8%△ 4214199利 子 割 交 付 金

10.6%1451,3741,519地方消費税交付金

△ 0.9%△ 131,4131,400自動車取得税交付金

1.6%6377383地 方 特 例 交 付 金

△ 9.4%△10,644112,885102,241地 方 交 付 税

△ 29.9%△ 167559392分担金及び負担金

33.3%9042,7143,618使用料及び手数料

△ 10.3%△ 1,26612,30211,036国 庫 支 出 金

0.7%17926,94627,125県 支 出 金

102.8%6866671,353財 産 収 入

皆減△ 20200寄 附 金

△ 95.3%△31,59733,1591,562繰 入 金

△ 45.0%△ 3,2927,3184,026繰 越 金

0.7%324,4604,492諸 収 入

△ 28.8%△12,46043,19030,730村 債

△ 21.3%59,387279,011219,624計
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現
役
時
代
か
ら
老
後
ま
で
の
長

期
間
に
は
、
予
測
で
き
な
い
こ
と

が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
国
民
年

金
な
ど
の
公
的
年
金
は
、誰
に
と
っ

て
も
や
が
て
訪
れ
る
老
後
の
生
活

保
障
の
不
確
定
要
因
を
解
消
す
る

第
一
の
方
法
で
す
。

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
開
始
年

齢
で
あ
る
六
十
五
歳
時
の
平
均
余

命
は
、
男
性
が
一
八
・
〇
二
年
、

女
性
が
二
三
・
〇
四
年
で
（
平
成

十
五
年
）、
こ
の
数
字
は
年
々
伸

び
て
い
ま
す
。
長
寿
は
喜
ば
し
い

こ
と
で
す
が
、
老
後
に
自
分
が
ど

れ
く
ら
い
生
き
る
か
は
、
あ
ら
か

じ
め
分
か
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
長
い
老
後
生
活
の
保
障

を
、
自
分
の
子
ど
も
に
頼
る
だ
け

で
は
万
全
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
貯

蓄
な
ど
で
備
え
る
こ
と
も
大
切
で

す
が
、
将
来
の
社
会
経
済
が
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
、
ど
れ
く
ら
い

の
備
え
が
必
要
か
は
、
誰
に
も
分

か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
老
後

を
、
社
会
全
体
で
支
え
る
仕
組
み

が
国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
制

度
で
す
。

し
か
も
、
国
民
年
金
は
老
後
だ

け
で
は
な
く
、
病
気
や
け
が
で
障

害
が
残
り
働
け
な
く
な
っ
た
と
き

の
障
害
年
金
や
、
万
一
亡
く
な
ら

れ
た
と
き
の
遺
族
（
子
ど
も
が
い

る
場
合
）
保
障
も
あ
り
ま
す
。

世
論
調
査
で
は
、
老
後
の
生
活

保
障
を
「
自
助
努
力
」
で
と
考
え

て
い
る
人
は
二
割
程
度
し
か
お
ら

ず
、「
公
的
年
金
を
中
心
に
」
と

考
え
て
い
る
人
が
七
割
に
上
が
っ

て
い
ま
す
。

国
民
生
活
基
礎
調
査
に
よ
れ
ば
、

平
成
十
四
年
の
高
齢
者
世
帯
の
年

間
所
得
は
三
〇
四
万
六
千
円
で
、

そ
の
う
ち
「
公
的
年
金
・
恩
給
」

が
二
〇
四
万
一
千
円
、「
仕
送
り
等
」

が
一
三
万
三
千
円
と
な
っ
て
お
り
、

「
公
的
年
金
・
恩
給
」
が
所
得
の

約
七
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、

公
的
年
金
・
恩
給
を
受
給
し
て
い

る
高
齢
者
世
帯
の
中
で
、「
公
的

年
金
・
恩
給
の
総
所
得
に
占
め
る

割
合
が
一
〇
〇
％
の
世
帯
」
は
六

一
・
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
高
齢

者
の
生
活
を
担
う
公
的
年
金
の
役

割
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
政
府
は
、「
社
会
経

済
と
調
和
し
た
持
続
可
能
な
制
度

の
構
築
」
と
「
制
度
に
対
す
る
信

頼
の
確
保
」
を
目
指
し
て
、
年
金

制
度
改
革
を
実
施
し
ま
し
た
。

国
民
年
金
へ
の
未
加
入
者
は
約

六
〇
万
人
、
保
険
料
未
納
者
は
約

三
二
〇
万
人
い
ま
す
。
国
民
年
金

に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
、
年
金
制
度
の
恩
恵
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
す
べ

て
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
か
ら
始
ま

り
ま
す
。

　老後の生活の支えとなる老齢基礎年金。20歳から60歳になるまでの40年間保

険料を納めると満額の年金が受けられますが、免除や未納期間があるとその期

間に応じて減額されます。

　「満額でなくてもいい」と思っているあなた、老齢基礎年

金には「受給資格期間」というものがあることをご存じで

すか？受給資格期間とは「老齢基礎年金を受けるために最

低限必要な期間」のことで、保険料を納付した期間や免除

された期間などが、少なくとも25年※(300か月)以上ある

ことが必要です。

　あなたの年金は、大丈夫ですか？

※生年月日などにより25年の受給資格期間が短縮される特例があります。

あなたを 
支える 
国民年金 

受給資格期間は 
 足りていますか？ 

は に 

することから 

は に 

することから 
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総務課広報係 ―その2― 

村
で
は
、
現
在
、
行
政
情
報
用

Ｈ
Ｐ
と
観
光
情
報
用
Ｈ
Ｐ
の
二
つ

の
Ｈ
Ｐ
を
公
開
し
て
い
ま
す
。

観
光
情
報
用
と
違
い
、
ま
だ
皆

さ
ん
に
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
行

政
情
報
用
Ｈ
Ｐ
「
よ
う
こ
そ
大
鹿

村
へ
！
」に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ
はh

ttp
：
//w
w
w
.v
il

l.o
o
sh
ik
a
.n
a
g
a
n
o
.jp

で
、
こ
の

広
報
「
お
お
し
か
」
の
表
紙
右
上

に
も
毎
号
掲
載
し
て
い
ま
す
。

そ
の
１
で
は
「
お
し
ら
せ
」「
ご

意
見
・
ご
質
問
」「
広
報
お
お
し

か
」
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

今
回
は
続
い
て「
村
民
ひ
ろ
ば
」

か
ら
説
明
し
ま
す
。

こ
の
「
村
民
ひ
ろ
ば
」
は
ど
な

た
で
も
自
由
に
利
用
で
き
る
場
所

で
す
。
個
人
の
方
か
ら
の
ご
意
見

や
発
言
、
友
達
同
士
、
仲
間
同
士

で
の
会
話
を
楽
し
ん
で
下
さ
い
。

た
だ
し
、
こ
の
ル
ー
ム
内
で
も

マ
ナ
ー
や
ル
ー
ル
は
、
他
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
と
回
じ
で
す
。
利

用
す
る
皆
さ
ん
一
人
一
人
が
守
っ

て
下
さ
い
。

ル
ー
ム
内
に
も
利
用
に
あ
た
っ

て
の
い
く
つ
か
の
注
意
点
が
掲
載

し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
ご
一

読
し
て
下
さ
い
。

次
に
、「
申
請
届
出
」
で
す
が
、

こ
こ
に
は
村
に
提
出
す
る
各
種
様

か
ら
、
こ
ん
な
様
式
や
書
類
を
掲

載
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が
あ

り
ま
し
た
ら
広
報
係
か
担
当
係
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

こ
の
「
申
請
・
届
出
」
の
下
に

は
「
任
意
合
併
協
議
会
」
H
P
へ

の
リ
ン
ク
バ
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
相
互
に
見
や
す
い
よ
う
に
設

け
た
も
の
で
、
今
後
「
任
意
合
併

協
議
会
」
H
P
が
閉
じ
る
ま
で
の

間
、
置
か
れ
ま
す
。

こ
の
下
に
は
、
時
期
そ
れ
ぞ
れ

の
画
像
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
現

在
は
大
鹿
谷
の
風
景
写
真
を
載
せ

式
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在

総
務
課
関
係　

件
、
税
務
関
係　

１０

１３

件
、
住
民
課
戸
籍
関
係
４
件
、
水

道
関
係
３
件
、
教
育
委
員
会
関
係

６
件
の
全　

様
式
が
集
め
ら
れ
て

３６

い
ま
す
。

ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
、
パ
ワ
ー

ポ
イ
ン
ト
に
よ
り
ご
提
供
し
て
い

ま
す
の
で
、
事
前
に
作
成
し
て
い

た
だ
き
、
役
場
窓
口
か
係
へ
お
持

ち
い
た
だ
け
れ
ば
、
皆
様
の
お
手

数
が
軽
減
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
該

当
の
用
件
が
あ
り
ま
し
た
ら
是
非

ご
利
用
し
て
み
て
下
さ
い
。
そ
れ

て
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
か
ら
の

投
稿
も
お
受
け
し
ま
す
の
で
、
い

い
画
像
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
メ
ー

ル
な
ど
を
ご
利
用
し
て
お
送
り
く

だ
さ
い
。

広
報
係
へ
の
メ
ー
ル
は　

g
y
o

se
i＠
v
ill.o
o
sh
ik
a
.n
a
g
a
n
o
.jp

か
当
H
P
の
「
ご
音
見
・
ご
質
問
」

コ
ー
ナ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
残
り
の
ご
説
明
は
次
号
へ
つ
づ

き
ま
す
）
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税 務 だ よ り 平成16年10月号 

＊来年１月下旬に、役場の会議室で農業所得収支計算説明会を開催しますので農協等に販売をされている農家

の皆さんはぜひご出席ください。

　収支計算をすると……

　ご自分の経営状態の把握ができるとともに、損失が出た年には、その損失を給与などの他の所得から差し引いて

計算することができます。

　　可能な方は、お早めに収支計算を行うことをお勧めします。

　収支計算をするには……

　農業所得に関係する伝票（出荷伝票）や、領収書を保存し、集計することが必要です｡

　伝票等の紛失や、集計漏れを避けるためにも､帳簿などへ記帳することをお勧めします。また、税務署・市町村

には月々の収入金額や必要経費を記録する用紙を備え付けてありますので、ぜひご利用ください。

　収支計算は難しくない……

　収入や、必要経費の計上方法などでわからない点がある場合は、税務署や市町村の窓口にお尋ねください｡

　また、減価償却費の計算が不明な方には、パソコンで減価償却費の一覧表を作成していますので、機械などの領

収書や請求書を持参の上、一度ご相談ください｡

　青色申告って……

　青色申告をすると、白色申告に比べて所得の計算が有利な、青色申告特別控除や、青色事業専従者給与の適用が

あります｡

同じ記帳をするなら、特典のある青色申告をぜひご利用ください｡

前年の収入金額によって、次のように収支計算に移行していくこととされています。

前年の収入が３００万円以上の方 …………………………………………………………… 平成１６年分から収支計算

前年の収入が２００万円以上３００万円未満の方 …………………………………………… 平成１７年分から収支計算

前年の収入が２００万円未満の方（すべての方） ………………………………………… 平成１８年分から収支計算

所得金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算（収支計算）することが原則です。

税務署と市町村では、どうしても収支計算が困難だという方に経費の目安を提供してきましたが、平成１８年分の以

降は、すべての方が収支計算をすることとなります。

税務署・市町村からのお知らせ 

平成18年分からすべての方が収支計算となります。 平成18年分からすべての方が収支計算となります。 

農業所得の計算は収支計算で！！ 
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農業所得の申告方法等 
●経費目安割合について

質問1    どの種類の経費目安割合を使って計算するのですか

答 え 複数の作物収入がある場合でも、収入金額の一番多い種類を使用します。

例）水稲収入３０万円、野菜収入５０万円、りんご収入１００万円

　　この場合収入金額が一番多いのは｢りんご収入｣。果樹栽培農業用の経費目安割合を使用します。

　　１８０万円－（１８０万円×果樹栽培農業用経費目安割合）＝農業所得

質問3    経費目安割合と収支計算の違いは何ですか

答 え 経費目安割合方式では、農業収入のみ把握できていれば経費目安割合により所得の計算ができます。但

し、経費目安割合が１００％を超えても、所得は０円止まりとなります。一方、収支計算方式では、農業

収入に加え、農薬、肥料等の経費の内訳を把握する必要があり、伝票等の保存とともにご自身での差引

による所得の計算が必要です。もし、収支計算により赤字となった場合は、その他の給与所得等と損益

通算をすることができます。

●収支計算

質問4    大型の農業用機械、車両等の経費はどう処理したら良いですか

答 え 減価償却費として、経費算入できます。（例：作業場や倉庫、ハウス、農業用トラック、倉庫等大規模

な修繕等）

次の算式により計算します。(１個１組が１０万円以上のもの)⇒　１０万円未満は農具費に算入

　[定額法に基づく計算方法]

　　(取得価格－残存価格)×定額法の償却率×本年分の償却期間×事業割合

＊残存価格とは…償却終了した後の残額⇒一般的に取得価格の１０％（動植物は割合が違います）

＊定額法とは……償却期間中の率が一定となり、毎年の償却額は定額となります。(償却期間４年であ

れば０.２５)償却資産により償却期間が違いますので、一覧表により確認してください。

＊本年分の償却期間とは……該当年の１月取得以外は丸々償却することができないため按分することに

なります。

　　　　　　　　　　　　　（例：３月取得の場合は１０ヶ月の償却となり、１０／１２で計算します。）

＊事業割合とは…軽トラックのように、農業専用でない場合がありますが、その時は農業で使用してい

る割合を按分します。　(例：農業使用割合　８０％)

※取得価格が１０万円以上２０万円未満の減価償却資産は、３年間の各年分の減価償却費とすることができ

ます。

　[計算方法]

　　取得価格が１０万円以上２０万円未満の減価償却資産の合計額÷３

質問2    自家消費等したものの収入金はどのように計算するのですか

答 え 自家消費等(贈答などの家事使用を含む。)の金額は、原則として消費等の都度、収支金額に計上するこ

ととなりますが、実務上は、年末に一括して数量・単価・金額を計上する方法によっています。家事消

費等した金額は、自家消費等した数量に「収穫時の価額の平均額」(庭先価格)を乗じて計算します。「収

穫時の価額の平均額」は、販売金額の平均額から農協・市場手数料や包装費などの出荷に要する経費を

差し引いた単価を用いることになります。

なお、出荷に要する経費の計算が困難な場合には、飯田下伊那地区税務協議会で示している市場価格

（１０kg当たりの単価）を用いて計算しても差し支えありません。
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第
25
回 

 
大
鹿
村 

　
産
業
文
化
祭 

第
25
回 

 
大
鹿
村 

　
産
業
文
化
祭 

　

平
成
十
六
年
十
一
月
七
日（
日
）

 
に
大
鹿
村
役
場
及
び
駐
車
場
に
て

産
業
文
化
祭
を
開
催
し
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
村
民
の
皆
さ

ん
が
作
ら
れ
ま
し
た
農
産
物
及
び

作
品
等
を
多
数
出
品
し
て
い
た
だ

き
、
本
年
度
の
産
業
文
化
祭
が
盛

大
な
も
の
と
な
り
ま
す
よ
う
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

恩
給
欠
格
者
、 

引
揚
者
の
皆
様
へ 

恩
給
欠
格
者
、 

引
揚
者
の
皆
様
へ 

　

旧
軍
人
等
で
恩
給
等
を
受
け
て

い
な
い
恩
給
欠
格
者
の
方
（
該
当

す
る
者
の
遺
族
の
方
を
含
む
）、

終
戦
に
伴
い
本
邦
以
外
の
地
域
か

ら
引
き
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
方
に
内

閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
等
を
贈
呈

し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
引
揚
者
の
請
求
期
限
は

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

請
求
書
類
は
、
大
鹿
村
役
場
保

健
福
祉
課
福
祉
係
に
あ
り
ま
す
。

小
渋
川
流
域
の 

土
砂
災
害
を 

考
え
る
懇
談
会 

小
渋
川
流
域
の 

土
砂
災
害
を 

考
え
る
懇
談
会 

　

私
た
ち
が
生
活
し
て
い
る
小
渋

川
流
域
は
、
中
央
構
造
線
を
は
じ

め
、い
く
つ
も
の
断
層
が
存
在
し
、

大
変
崩
れ
や
す
い
地
質
と
急
峻
な

地
形
の
た
め
、
荒
川
大
崩
壊
地
を

は
じ
め
い
た
る
と
こ
ろ
に
地
す
べ

り
や
崩
壊
を
有
し
、
出
水
の
た
び

に
大
量
の
土
砂
を
流
出
し
、
過
去

に
は
大
西
山
の
大
崩
壊
な
ど
幾
多

の
土
砂
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
き
た

厳
し
い
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

近
年
大
き
な
災
害
が
起
き
て
い

な
い
こ
と
は
、
長
年
に
わ
た
る

国
・
県
等
関
係
機
関
の
ご
尽
力
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
と
し
て

感
謝
の
念
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
が
、
土
石
流
等
の
危
険

箇
所
は
ま
だ
ま
だ
多
く
存
在
し
て

お
り
、
引
続
き
対
策
事
業
を
進
め

て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
回
、
国
土
交
通
省
天
竜
川
上

流
河
川
事
務
所
・
長
野
県
飯
田
建

設
事
務
所
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き

懇
談
会
を
開
催
し
、
私
た
ち
の
生

活
す
る
小
渋
川
流
域
の
土
砂
災
害

の
防
止
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
に

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
是
非
、
多

く
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

日　

時　

十
月
十
九
日（
火
）

　
　
　
　

午
後
七
時
〜
九
時

場　

所　

交
流
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

内　

容

（
一
）講
演：

土
砂
災
害
の
実
態

　

天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
長

　
　

三
上
幸
三
氏

（
二
）小
渋
川
流
域
の
現
状
と
砂
防

事
業
に
つ
い
て

（
三
）歴
史
的
砂
防
施
設
に
つ
い
て

（
四
）土
砂
災
害
防
止
法
に
つ
い
て

（
五
）意
見
交
換
会

主　

催　

大
鹿
村

協　

力　

国
土
交
通
省
天
竜
川

 

上
流
河
川
事
務
所

　
　
　
　

飯
田
建
設
事
務
所

問
合
せ
先　

産
業
建
設
課

皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。公

民
館 

　
優
秀
映
画 

　
　
　
鑑
賞
会 

公
民
館 

　
優
秀
映
画 

　
　
　
鑑
賞
会 

日　

時

 

十
六
年
十
月
三
十
日（
土
）

　
　
　

午
後
六
時
三
十
分

会　

場

　
　
　

大
鹿
村
交
流
セ
ン
タ
ー

　
　
　

上
映
映
画

　
　
　
　

文
部
省
特
選

　
　
　
　

「
ｲ
タ
ズ
」

　
　
　

（
熊
と
人
間
の
物
語
）

 

後
藤　

俊
夫　

監
督
作
品

出　

演　
　

田
村　

高
廣

　
　
　
　
　

桜
田　

淳
子

　
　
　
　
　

辰
巳　

柳
太
郎

　
　
　
　
　

宮
田　

浩
史（
子
役
）

 

ほ
か

入
場
料　

無　

料

　

大
人
も
子
供
も
楽
し
め
る
映
画

で
す
。
家
族
皆
さ
ん
で
お
出
か
け

く
だ
さ
い
。

配　

車　

塩
の
里
発

　
　
　
　

午
後
六
時
十
分

既
に
請
求
さ
れ
た
方
は
、
再
度
請

求
さ
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

資
格
要
件
な
ど
の
お
問
い
合
わ

せ
は
、
独
立
行
政
法
人
平
和
記
念

事
業
特
別
基
金
ま
で
。

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

０
１
２
０－

２
３
４－

９
３
３　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
ttp
：
//w
w
w
.h
e
iw
a
.g
o
.jp

）
昨年の産業文化祭より

我が家の味自慢今年も行います
昨年の産業文化祭より

農産物の即売今年もたくさんの出品をお願いします

教育委員会委員 
＊任期満了に伴い、議会の同意を得て、次の2人 
　の方が再任されました。 
　　前　島　正　介 さん 
　　池　田　泰　登 さん 
＊任期は、平成16年10月1日から 
　平成20年9月30日の4年間です。 
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月
は
マ
イ
カ
ー
の
点
検
・

１０整
備
推
進
運
動
月
間
で
す
。

　

自
動
車
を
取
り
巻
く
長
野
県
の

状
況
は
、
自
動
車
保
有
台
数
が
増

加
し
、
平
成　

年
末
で
約
１
８
３

１５

万
台
と
な
り
、
交
通
事
故
死
者
数

は
年
間
１
６
４
人
に
も
及
び
ま
す
。

ま
た
、
大
気
汚
染
等
環
境
問
題
が

深
刻
化
す
る
な
ど
依
然
と
厳
し
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

日
常
点
検
や
定
期
点
検
を
き
ち

ん
と
行
っ
て
い
ま
す
か
？
車
の
部

品
は
、
走
行
や
時
間
の
経
過
に
と

も
な
い
劣
化
・
摩
耗
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
日
頃
こ
ま
や
か
な
点
検

を
行
っ
て
い
れ
ば
、
運
転
中
の
ト

ラ
ブ
ル
の
多
く
は
回
避
さ
れ
ま
す
。

車
に
注
が
れ
る
愛
情
は
、
車
を
守

る
だ
け
で
は
な
く
人
の
命
や
環
境

を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

気
づ
い
て
ね
、

　
　

点
検
整
備
の
大
切
さ
。

〜
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て
か
ら
で
は

遅
い
の
よ
！
〜

点
検
整
備
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

先
　

長
野
運
輸
支
局
整
備
課

�
０
２
６－

２
４
３－

５
５
２
５

み
ん
な
、毎
日
、

　

守
ら
れ
て
い
る
。

 

自
賠
責
制
度　

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
年
間

約
１
３
０
万
件
も
の
交
通
事
故
被

害
者
に
支
払
わ
れ
て
い
ま
す
。

　　

交
通
事
故
の
発
生
件
数
は
、
こ

の　

年
間
で
約　

％
増
加
し
、
毎

１０

３０

年
多
く
の
死
傷
者
数
を
出
し
て
い

ま
す
。
死
亡
者
数
こ
そ
減
少
傾
向

に
あ
る
も
の
の
、
負
傷
者
数
に
つ

い
て
は
過
去
ワ
ー
ス
ト
の
１
１
８

万
人
を
越
え
ま
し
た
。

　　

毎
年
絶
え
な
い
交
通
事
故
は
、

誰
も
が
被
害
者
に
も
、
そ
し
て
加

害
者
に
も
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
り

ひ
と
り
が
、
よ
り
い
っ
そ
う
自
賠

責
制
度
の
役
割
や
、
保
険
・
共
済

金
支
払
い
の
し
く
み
に
対
す
る
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　　

原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
す
べ

て
の
自
動
車
の
保
有
者
に
、
自
動

車
１
台
ご
と
に
加
入
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
保
険
・
共
済
が
、
自

賠
責
保
険
・
共
済
で
す
。
交
通
事

故
に
よ
り
加
害
者
と
な
っ
た
と
き

は
、
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償

責
任
を
負
い
ま
す
。
強
制
保
険
で

あ
る
自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
す

べ
て
の
加
害
者
の
賠
償
責
任
を
担

保
す
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
被

害
者
の
基
本
的
な
対
人
賠
償
を
保

障
す
る
役
割
を
果
し
て
い
ま
す
。

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
の
期
限
は
切

れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
一

の
交
通
事
故
の
際
の
基
本
的
な
対

人
賠
償
を
目
的
と
し
て
、
原
動
機

付
自
転
車
を
含
む
す
べ
て
の
自
動

車
に
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
保
険
・
共
済
で
す
。
特
に
車
検

制
度
の
な
い
原
動
機
付
自
転
車
・

２
５
０ 　

以
下
の
軽
二
輪
自
動
車

cc

は
、
期
限
切
れ
、
か
け
忘
れ
に
ご

注
意
を
！

　　

自
賠
責
制
度
の
詳
し
い
内
容
は
、

h
ttp
://w

w
w
.jib
a
i.jp

で
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。

平
成　

年
度
後
期

１６

信
州
大
学
市
民
開
放
授
業

　

信
州
大
学
で
は
、
大
学
の
授
業

を
学
生
と
と
も
に
受
講
す
る
機
会

を
下
記
に
よ
り
一
般
市
民
及
び
高

校
生
の
方
々
に
開
放
し
て
お
り
ま

す
。
本
学
の
学
生
・
教
職
員
と
と

も
に
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。記

開
講
期
間

　

後
期　

平
成　

年　

月
〜

１６

１０

 

平
成　

年
２
月

１７

開
講
科
目　

詳
細
は
募
集
案
内

（
９
月
上
旬
配
布
予
定
）を
参
照
願

い
ま
す
。

開
講
場
所　

信
州
大
学　

高
等
教

育
シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー
及
び
各
学

部募
集
定
員　

特
に
設
け
ま
せ
ん
が
、

受
講
者
数
の
関
係
で
受
講
で
き
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

受
講
料　

後
期
開
講
科
目

　
　
　
　

９
、２
０
０
円

　
　
　
　

（
１
授
業
科
目
）

　

（
一
部
異
な
る
授
業
も
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
募
集
案
内
の
「
市
民

開
放
授
業
科
目
一
覧
」
を
ご
覧
下

さ
い
。）

募
集
案
内
の
請
求
方
法

　

請
求
さ
れ
る
方
の
郵
便
番
号
、

住
所
、
氏
名
を
記
載
し
、
２
０
０

円
切
手
を
貼
付
し
た
返
信
用
封
筒

（
角
形
２
号
封
筒
：　

×　

c
m
）

３３

２４

を
同
封
し
て
、
各
担
当
係
に
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。
窓
口
で
も
配
布

し
て
い
ま
す
。
ま
た
募
集
案
内
は
、

全
学
共
通
で
す
。

募集案内のお問い合わせ先・配布窓口

住所郵便番号担当係

松本市旭3-1-1390-8621

総合窓口
（学生部学務課） 0263-37-2870

高等教育システムセンター
（学生部学務課共通教育係）
 0263-37-2978

人文学部
（人文学部学務係） 0263-37-2236

経済学部
（経済学部学務係） 0263-37-2304

理学部（学務係） 0263-37-2439

医学部
（学務課学務第2係） 0263-37-2357

長野市大字西長野6のロ380-8544教育学部（学務係） 026-238-4041

長野市若里4-17-1380-8553工学部（学務係） 026-269-5051

上伊那郡南箕輪村8304399-4598農学部（学務係） 0265-77-1314

上田市常田3-15-1386-8567繊維学部（学務係） 0268-21-5322

※募集案内（市民開放授業科目一覧を含む。）については本学のホー
ムページにも掲載いたします。
URL：http ： //www.s h i n s h u - u . a c . j p/ht m l/s h i m i n /
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長
野
県
最
低
賃
金
改
正
の

お
知
ら
せ

　

職
場
を
支
え
る
あ
の
人
の

　
 

最
低
賃
金
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
？

　

長
野
県
内
の
事
業
場
で
働
く
す

べ
て
の
労
働
者
と
、
労
働
者
を
一

人
で
も
使
用
し
て
い
る
す
べ
て
の

使
用
者
に
適
用
さ
れ
る
「
長
野
県

最
低
賃
金
」が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
の
長
野
県
最
低
賃
金
は

　

時
間
額 

６
４
７
円

　

平
成　

年　

月
１
日
か
ら
適
用

１６

１０

　

最
低
賃
金
は
、法
律
に
基
づ
き
、

地
方
最
低
賃
金
審
議
会
の
答
申
を

受
け
、
国
が
賃
金
の
最
低
限
度
を

定
め
、
使
用
者
は
、
そ
れ
以
上
の

賃
金
を
労
働
者
に
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
制
度

で
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
是
非
賃
金
の
確

認
を
し
て
み
て
下
さ
い
。

　

な
お
、
対
象
と
な
る
賃
金
は
、

通
常
の
労
働
時
間
、
労
働
日
に
対

応
す
る
賃
金
で
、
臨
時
に
支
払
わ

れ
る
賃
金
、
精
皆
勤
手
当
、
通
勤

手
当
及
び
家
族
手
当
な
ど
は
、
含

ま
れ
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
わ
せ
は

　

最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
ま

た
は
、
長
野
労
働
局　

労
働
基
準

部
賃
金
室
（
電
話
０
２
６－

２
２

３－

０
５
５
５
）
ま
で
ど
う
ぞ
。

 

長
野
労
働
局

住
宅
用
太
陽
熱
高
度
利
用

シ
ス
テ
ム
補
助
制
度

 

応
募
受
付
中
！

補
助
対
象
者　

集
熱
器
の
総
面
積

　

㎡
ま
で
の
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム

７５を
設
置
さ
れ
る
方
。

補
助
金
額　

集
熱
器
の
総
面
積
に

応
じ
た
補
助
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

補
助
額
の
目
安

　
　

６
㎡
で
約　

万
円
、

１０

　
　
　

㎡
で
約
１
２
５
万
円

７５

（
補
助
金
額
は
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ

ム
の
型
式
に
よ
り
差
が
生
じ
ま
す
。）

　

な
お
、
住
宅
以
外
の
建
物
に
設

置
す
る
場
合
（
但
し
、
公
共
施
設

は
除
く
。）
も
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
左

記
ま
で
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。
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不
妊
治
療
費

助
成
事
業
に
つ
い
て

　

〜
長
野
県
で
は
、
不
妊
治
療
を

受
け
た
ご
夫
婦
に
、
治
療
費
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
〜

　
○
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

　

夫
婦
の
一
方
又
は
両
方
が
長
野

県
内
（
長
野
市
を
除
く
）
に
住
所

が
あ
る
方
で
、
次
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
方

　

①
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る

夫
婦
で
あ
っ
て
、
体
外
受

精
・
顕
微
授
精
以
外
の
治
療

法
に
よ
っ
て
は
妊
娠
の
見
込

み
が
な
い
か
又
は
極
め
て
少

な
い
と
医
師
に
診
断
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

　

②
夫
及
び
妻
の
前
年
の
所
得（
1

〜
5
月
の
申
請
に
つ
い
て
は

前
々
年
所
得
）
の
合
計
が
6

5
0
万
未
満
で
あ
る
こ
と
。

　

③
助
成
の
申
請
を
行
う
年
度
に
、

長
野
市
又
は
県
外
の
地
方
公

共
団
体
か
ら
不
妊
治
療
費
の

助
成
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

○
助
成
の
対
象
と
な
る
不
妊
治
療

　

平
成　

年
4
月
1
日
以
降
に
長

16

野
県
が
指
定
す
る
医
療
機
関
※
で

実
施
し
た
体
外
受
精
及
び
顕
微
受

精
。

（
た
だ
し
、
夫
婦
以
外
の
第
三
者

か
ら
の
精
子
・
卵
子
・
胚
の
提
供

に
よ
る
不
妊
治
療
、
代
理
母
・
借

り
腹
に
よ
る
不
妊
治
療
は
除
き
ま

す
。）

○
助
成
の
額
及
び
期
間

　

一
組
の
夫
婦
に
対
し
、
１
年
度

あ
た
り　

万
円
を
限
度
に
通
算
２

１０

年
間
助
成
し
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
書
類

　

①
長
野
県
不
妊
治
療
費
助
成
事

業
申
請
書

　

②
長
野
県
不
妊
治
療
費
助
成
事

業
受
診
等
証
明
書

　

③
指
定
医
療
機
関
の
発
行
す
る

体
外
受
精
及
び
顕
微
受
精
に

係
る
領
収
書

　

④
住
民
票
の
写
し

　

⑤
夫
婦
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で

き
る
書
類　

戸
籍
謄
本
（
住

民
票
の
写
し
で
夫
婦
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
場
合
は

省
略
で
き
ま
す
。）

　

⑥
夫
及
び
妻
の
所
得
の
額
を
証

明
す
る
書
類

　
　

市
町
村
長
が
発
行
す
る
所
得

証
明
書

○
申
請
の
受
付

　

平
成　

年　

月
１
日
か
ら
、
県

１６

１０

下
保
健
所
で
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

　

お
住
ま
い
の
市
町
村
を
管
轄
す

る
保
健
所
に
、
必
要
書
類
を
添
え

て
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

長
野
市
で
も
同
様
の
事
業
を

行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
長
野
市

に
お
住
ま
い
の
方
は
、
長
野
市
保

健
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
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年
８
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日
現
在
）

１６

２０

椎
名
レ
デ
ィ
ー
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ク
リ
ニ
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０
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市
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馬
町
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０
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飯
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市
立
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〒
３
９
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８
５
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飯
田
市
八
幡
町
４
３
８
番
地
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０
２
６
５－

　

－

１
２
６
６
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○
問
い
合
わ
せ
先

長
野
県
庁
青
少
年
家
庭
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村の行事予定 村の行事予定 村の行事予定 

▲7月31日～8月1日
　中央構造線サイクリング大会　出発式

１０月
　１７日 大鹿歌舞伎秋の定期公演（市場神社正午）
　１９日 小渋川流域の土砂災害を考える懇談会
　２６日 献血（成分献血のみ）
　３０日 公民館優秀映画鑑賞会（交流センター午後７時）
　３１日 粗大ゴミ回収

１１月
　上旬 公民館（成人白樺学級）村内研修
　７日 大鹿村産業文化祭　
　５日 インフルエンザ予防接種
　９日 インフルエンザ予防接種

１２月
　３日 インフルエンザ予防接種　
　７日 インフルエンザ予防接種
　１０日 インフルエンザ予防接種
　１７日 インフルエンザ予防接種
　２１日 ヘルス・スクリーニング
　２２日 ヘルス・スクリーニング

１月
　１日 公民館新春ウォーキング
 （交流センター　午前７時３０分）
　下旬 公民館（成人白樺学級）
 軽スポーツ・人権教育関係

インフルエンザの予防接種について
　平成１６年度インフルエンザ予防接種を下記のように予定しま

すので、接種を申し込まれた方は受けてください。

 内　　容　６５歳未満の方は、４週間位間隔を置いて２回の接種

が必要です。６５歳以上の方は、１回の接種で済みます。

 接種場所　大鹿村立診療所

 料　　金　１回２,０００円（６５歳以上と小学生以下は１回１,０００円）

 日　　程

接種時間６5歳未満接種者６５歳以上接種者接種日

1：00～4：00大河原（１回目）下青木、上蔵、文満１１月５日�

2：00～4：00鹿　塩（１回目）
上青木、北の原、沢戸
河合西、塩河

１１月９日�

1：00～3：00大河原（２回目）下市場二、深ヶ沢１２月３日�

2：00～4：00鹿　塩（２回目）上市場、下市場一１２月７日�

1：00～3：00
塩原、中峯、梨原、沢井
入沢井、北入一、北入二

１２月１０日�

1：00～3：00
落合、釜沢、清水
中尾、大栗

１２月１７日�

※割り当て時間内にどうしても都合のつかない方は保健福祉課

まで御連絡ください。

問診表の太枠内のみ正しく記入して接種日に忘れないよう御持参下さい。

▲8月14日
　大鹿夏祭り2004　大鹿太鼓

8月20日～24日　　　　　　

▲

　千葉市小学校6年生山村留学
　魚のつかみ取り


